
１．景品表示法に基づく法的措置件数の推移（令和3年5月31日現在）
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※1　平成21年８月末日までは公正取引委員会における排除命令件数。平成21年９月１日以降は消費者庁における措置命令件数。
※2　課徴金納付命令は、平成28年４月１日施行の改正景品表示法により導入。
※3　平成26年11月末日までは指示件数。平成26年12月１日以降は措置命令件数（平成26年度の措置命令件数は０件。）（市町村の措置件数も含む。）。
※4　法的措置件数は措置時点の件数（平成29年度の課徴金納付命令１件は平成30年12月21日に、平成30年度の国の措置命令１件は令和２年５月15日に取り消されている。）。
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２．景品表示法に基づく法的措置事件の概要（令和２年６月１日～令和３年５月３１日） 

※ 国又は都道府県等において法的措置を採った事件の公表されたものの概要を掲載しています。措置の詳細につきましては、国又は公表を行っ

た都道府県等のホームページを御覧ください（事件概要に記載のＵＲＬをクリックしてください。）。 

 

措置日 
処分 

行政庁 
事業者名 事件概要 

R3.5.13 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

シーズコーポ

レーション 

株式会社シーズコーポレーションは、「ｓｅｅｄｓ
シ ー ズ

糖鎖」と称する食品（以下「本件商品」とい

う。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、遅くとも平成３０年１０月１２日から令和元年

９月２９日までの間及び同月３０日から令和２年１０月２２日までの間、「楽天市場」と称するウェ

ブサイトに開設した「シーズコーポレーション 楽天市場店」と称する自社ウェブサイトにおいて、

「糖鎖＋ＰＳで脳を活性化！ 認知症のリスクを軽減します。」、「脳神経細胞の退化を予防し、ア

ルツハイマー型・脳血管性認知症の症状が改善される『脳機能活性栄養素』です。」、「ＰＳ（ホス

ファチジルセリン）は様々なお悩みに効果が期待されています」、「認知症予防」、「めまい」、「難聴」、

「物忘れ・冴え」、「耳鳴り」、「記憶力・集中力」、「発達障害」、「意欲向上」等と表示し、少なくと

も令和３年１月３１日に配布した本件商品に同梱した冊子において、「さまざまな症状に・糖鎖栄

養素」と題し、「・ガン」、「・アレルギー症・花粉症」、「・喘息」、「・糖尿病」、「・老化」、「・ア

ルツハイマー病」、「・認知症」、「・関節リウマチ」、「・不妊症」、「・高血圧」、「・脂質異常症」、

「・精神疾患」、「・肝機能障害」、「・感染症」、「・膠原病」、「・甲状腺障害」及び「・胃潰瘍 他。」

等と表示するなど、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる糖鎖栄養素等が身

体の細胞に作用することにより、疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように示す表示をして

いた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当



該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_210514_01.pdf  

R3.4.27 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

宮本製作所 

株式会社宮本製作所は、「洗たくマグちゃん」と称する商品（以下「洗たくマグちゃん」という。）、

「ベビーマグちゃん」と称する商品及び「ランドリーマグちゃん」と称する商品の各商品（以下こ

れらを併せて「本件３商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、洗たくマグちゃ

んについて、遅くとも令和２年７月３０日以降、容器包装において、「ご家庭の水道水がアルカリ

イオンの水素水に変身！洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」、「部屋干しのイヤな臭いをスッキリ

解消！」、「菌の抑制」及び「除菌試験により９９％以上の抑制効果が確認されています。」等と表

示するなど、あたかも、本件３商品を使用して洗濯すれば、本件３商品の効果により、洗濯用洗剤

を使用して洗濯した場合と同程度に洗浄する効果、部屋干し臭の発生を防止する効果及び菌を９９

パーセント以上除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210427_01.pdf  

R3.4.9 

【措置命令】 
消費者庁 

レック 

株式会社 

レック株式会社は、「ノロウィルバルサン」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消

費者に販売するに当たり 

① 令和２年９月８日から同年１０月１９日までの間、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設

した「レック公式通販サイト楽天２号店 レックダイレクト レックホームストア」と称する自社

ウェブサイトにおいて、「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を９９．９％除去」、

「空間の気になるウイルスに効く」、「●空気中のウイルスに対するの除菌効果はありますが、あ

くまで対策としてご利用ください。」、「空間のウイルス除去・除菌」等と表示することにより、

あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有されるクロラス酸の作用により、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_210514_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210427_01.pdf


リビング等の室内空間に浮遊するウイルス又は菌を９９．９パーセント除去又は除菌する効果が

得られるかのように示す表示をしていた。 

② 令和元年１１月２８日から令和２年１０月２８日までの間、「ＹｏｕＴｕｂｅ」と称する動画

共有サービス又は小売業者等の店頭における動画広告において、本件商品の映像と共に、「空間

除菌のノロウィルバルサン」との音声及び文字の映像、「微細なミストになった除菌成分のクロ

ラス酸が気になる場所のウイルスや菌を９９．９％除去」との音声及び「ウイルス・菌９９．９％

除去」との文字の映像等と表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、

本件商品に含有されるクロラス酸が空気中で作用することにより、リビング等の室内空間に浮遊

するウイルス又は菌を瞬時に９９．９パーセント除去又は除菌する効果が得られるかのように示

す表示をしていた 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210409_01.pdf  

R3.4.9 

【措置命令】 
消費者庁 

三慶 

株式会社 

三慶株式会社は、「ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー」と称する商品（以下「本件商品」

という。）を一般消費者に販売するに当たり、令和２年８月３１日から同年１０月１９日までの間、

自社ウェブサイトにおいて、「ケア・フォーノロバリアプラスをシュッとひと吹き」、「浮遊菌をカッ

ト！！」、「空間（キッチン・リビング・トイレ・浴室・厨房・調理場・便所・風呂・食堂・ホール

などの狭小空間）のウイルス除去・除菌」及び「気になる空間に１㎡当たり１回を目安に噴霧して

ください」、「＊当社試験として、狭小空間でケア・フォーノロバリアプラススプレーを噴霧し、空

気中のクロラス酸（ＨＣｌＯ２）が特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』を除去できる濃度を確認して

います。」等と表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含

有されるクロラス酸が空気中で作用することにより、キッチン、リビング等の室内空間に浮遊する

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210409_01.pdf


菌又はウイルスを除菌又は除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210409_01.pdf  

R3.3.31 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ＧＳＤ 

株式会社ＧＳＤは、「ＧＳＤ－２０８」と称する型式の「ＩＯＮ ＭＥＤＩＣ Ｏ－ＲＥＬＡ」と

称する商品（以下「オーリラ２０８」という。）及び「ＧＳＤ－２０９Ｎ」と称する型式の「ＩＯ

Ｎ ＭＥＤＩＣ Ｏ－ＲＥＬＡ」と称する商品（以下「オーリラ２０９Ｎ」という。）の各商品（以

下これらを併せて「本件２商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり 

① 平成３１年４月１日から令和２年２月２９日までの間に配布したパンフレットにおいて、あた

かも、本件２商品を使用すれば、本件２商品によって発生するマイナスイオンの作用により、オー

リラ２０８は５０畳の空間、オーリラ２０９Ｎは２０畳から３０畳の空間において、空気中に浮

遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、浮遊

するインフルエンザウイルスを９９．９％除去する効果、浮遊するカビ菌の分解、除去及び付着

したカビ菌の成長の抑制をする効果、並びに衣類等の付着臭を分解、除去する効果が得られるか

のように示す表示をしていた。 

② 「ＩＯＮ ＭＥＤＩＣ Ｏ－ＲＥＬＡ」と称する自社ウェブサイトにおいて、令和２年２月１４

日に、あたかも、オーリラ２０８のマイナスイオンの発生量は２０００万個／ｃｍ³以上、オー

リラ２０９Ｎのマイナスイオンの発生量は１０００万個／ｃｍ³以上であって、本件２商品を使

用すれば、本件２商品によって発生するマイナスイオンの作用により、オーリラ２０８は５０畳

の空間、オーリラ２０９Ｎは２０畳から３０畳の空間において、ＰＭ２．５、花粉、黄砂等を分

解する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を不活性化する

効果、ウイルス感染を予防する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを９９．９％除去する効

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210409_01.pdf


果、脱臭効果、並びに新型コロナウイルス感染を予防する効果が得られるかのように示す表示を

していた。 

③ 「Ａｍｅｂａ」と称するウェブサイトにおける「ＰｏｃｋｙＢｅａｒ」と称する自社ブログに

おいて、令和２年２月１４日に、あたかも、本件２商品を使用すれば、本件２商品によって発生

するマイナスイオンの作用により、新型コロナウイルスを不活性化する効果、空気中に浮遊する

ウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、及び浮遊す

るインフルエンザウイルスを９９．９％除去する効果が得られるかのように示す表示をしてい

た。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいず

れも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210331_01.pdf  

R3.3.30 

【措置命令】 
東京都 

株式会社 

サードウェーブ 

 株式会社サードウェーブは、パソコン５５商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販

売するに当たり、「ドスパラ」と称する自社ウェブサイトにおいて、例えば、「Ａｌｔａｉｒ Ｆ－

１３ＫＲ」と称する商品について、令和元年１０月３日から令和２年１月２３日までの間、「８４，

９８０円（＋税）→７４，９８０円（＋税）」と表示するなど、実際の販売価格に当該価格を上回

る取消し線を付した価額（以下「比較対照価格」という。）を併記することにより、あたかも、本

件商品の比較対照価格は自社ウェブサイトにおいて通常販売している価格であり、実際の販売価格

が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していたが、実際には、当該比較対照価

格は、自社ウェブサイトにおいて本件商品について最近相当期間にわたって販売された実績のない

ものであった。 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/03/30/43.html  

R3.3.30 消費者庁 高知県農業 高知県農業協同組合は、「特別栽培米 仁井田米」と称する袋詰玄米及び袋詰精米、「特別栽培米 仁

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210331_01.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/03/30/43.html


【措置命令】 協同組合 井田米 にこまる」と称する袋詰玄米並びに「特別栽培米 仁井田米 香米入り」と称する袋詰精米

の各商品（以下これらを併せて「本件４商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例え

ば、「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量３０ｋｇの袋詰玄米について、令和元年１１月８日頃

から令和２年１０月２０日までの間、当該商品の容器包装において、「特別栽培米」、「農林水産省

新ガイドラインによる表示」欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬：当地比５割減 化学肥料（窒

素成分）：当地比５割減」並びに「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より５０％以下に抑えたお米

です」と表示するなど、あたかも、本件４商品には、農林水産省のガイドラインにのっとった、そ

の生産地の一般的な栽培方法に比して使用する農薬及び化学肥料を５割減らした栽培方法により

生産された特別栽培米が使用されているかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件４商品には、その全部又は一部について、農林水産省が定める「特別栽培農産物

に係る表示ガイドライン」（平成４年１０月１日４食流第３８８９号）にのっとった栽培方法によ

り生産された特別栽培米ではなく、高知県内における一般的な栽培方法により生産された慣行栽培

米（高知県知事が策定した「高知県農作物栽培慣行基準」[平成２９年６月２８日策定]の水準で生

産された米をいう。）が使用されていた。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_210330_01.pdf  

R3.3.30 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ナック 

株式会社ナックは、「マジックポット」と称する水素水生成器（以下「本件商品」という。）を一

般消費者に販売するに当たり、例えば、令和２年１１月２０日に、自社ウェブサイトにおけるトッ

プページからハイパーリンクにより画面遷移すると表示されるウェブページにおいて、例えば、「水

素水を摂取することにより、癌・パーキンソン病・リウマチ・糖尿病・皮膚疾患・脳神経疾患など

といった、様々な病気にかかるリスクを減らしてくれるのです。」等と表示することにより、あた

かも、本件商品で生成された水素水を摂取することにより、体内の活性酸素が除去され、シミやシ

ワ等の老化の防止効果、炎症やアレルギー症状の抑制効果、脂質代謝の改善効果及びがん、糖尿病、

脳神経疾患等の疾病の予防効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_210330_01.pdf


消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は

いずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであっ

た。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210330_1.pdf 

R3.3.30 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

アイ・ティー・

ウェブジャパン 

株式会社アイ・ティー・ウェブジャパンは、「高濃度水素水キット」と称する水素水生成器及び

ウォーターサーバー（以下これらを併せて「本件商品」という。）のレンタルサービスを一般消費

者に提供するに当たり、令和２年１１月１９日に、株式会社楽楽エージェントのウェブサイトにお

いて、本件商品の画像と共に、「水素水とは」及び「水素分子が豊富に含まれている水のこと。 体

のサビや活性酸素を無害化する働きがあります。 エイジングケアに最適です」、「活性酸素が肌の

たるみやしみ・しわといった老化の大敵であることは、研究によってすでに判明済み。」等と表示

することにより、あたかも、本件商品で生成された水素水を摂取することにより、体内の活性酸素

が無害化され、肌のたるみ、シミやシワといった老化防止効果が得られるかのように示す表示をし

ていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210330_1.pdf 

R3.3.30 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ドクターズ 

チョイス 

株式会社ドクターズチョイスは、「Ｈ２ ＳＥＲＶＥＲ」と称する水素水生成器（以下「本件商品」

という。）及び本件商品のレンタルサービスを一般消費者に供給するに当たり、令和２年１１月１

９日に、自社ウェブサイトにおいて、水素が悪玉活性酸素と結びついて還元するイメージのイラス

トと共に、「水素水とは水素分子が水溶け込んでいる水のことを言います。この水素の大きな効果

として活性酸素を取り除くということが挙げられます。」、「悪玉活性酸素は酸化力が非常に強力で、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210330_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210330_1.pdf


細胞を無差別に攻撃してしまうため老化や癌などの様々な病気の原因になると言われてます。」等

と表示することにより、あたかも、本件商品で生成された水素水を摂取することにより、体内の悪

玉活性酸素が排除され、老化防止効果、がんなどの様々な疾病の予防効果、シミやくすみを改善す

る美肌効果及び筋肉疲労軽減効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210330_1.pdf 

R3.3.29 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

シンアイ産業 

株式会社シンアイ産業は、「ピュールサーバーＨ＋」と称する水素水生成器（以下「本件商品」

という。）のレンタルサービスを一般消費者に提供するに当たり、令和２年１１月１９日に、自社

ウェブサイトにおいて、本件商品が置かれたキッチンの画像と共に、「水素は体内に入ると、活性

酸素と結合して中和（還元）し、体内の活性酸素こ効果的に素早く消去してくれる効果があるとい

われており、疲労や、老化、肌荒れの原因である錆を中和してくれます。」等と表示することによ

り、あたかも、本件商品で生成された水素水を摂取することにより、体内の活性酸素が中和され、

疲労回復効果、老化防止効果、肌荒れ及びアトピー性皮膚炎の改善効果等が得られるかのように示

す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210330_1.pdf 

R3.3.29 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 

アワ・パーム・ 

カンパニー・ 

リミテッド 

アワ・パーム・カンパニー・リミテッドは、「ＴＨＥ ＫＩＮＧ ＯＦ ＦＩＧＨＴＥＲＳ ’９８ 

ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＭＡＴＣＨ Ｏｎｌｉｎｅ」と称するオンラインゲーム（以下「本件ゲーム」と

いう。）内において、平成２８年１２月３１日から平成２９年１月４日までの間に実施した、本件

ゲーム内で使用する「クーラ」と称するキャラクターを提供する「クーラ限定ガチャ」と称する役

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210330_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210330_1.pdf


務（以下「本件役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、平成２８年１２月３１日から

平成２９年１月４日までの間、本件ゲーム内の本件役務の取引画面において、「クーラ」と称する

キャラクターの画像とともに、「ガチャでピックアップの格闘家があたる」、「クーラ」、「出現

確率：３％」、「購入」並びに「万能破片と格闘家確定」及び「１０回購入」と記載することによ

り、あたかも、本件役務を１回ごとに取引する場合にあっては、本件役務の取引１回当たりの「クー

ラ」と称するキャラクターの出現確率が３パーセントであるかのように、また、本件役務を１０回

分一括して取引する場合にあっては、「万能破片」と称するアイテムの出現に割り当てられる１回

を除く９回における本件役務の取引１回当たりの「クーラ」と称するキャラクターの出現確率が３

パーセントであるかのように表示していた。 

実際には、本件役務を１回ごとに取引する場合の本件役務の取引１回当たりの「クーラ」と称す

るキャラクターの出現確率は、０．３３３パーセントであり、また、本件役務を１０回分一括して

取引する場合の「万能破片」と称するアイテムの出現に割り当てられる１回を除く９回における本

件役務の取引１回当たりの「クーラ」と称するキャラクターの出現確率は、９回のうち８回につい

ては０．３３３パーセントであった。 

課徴金額：６０９万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210329_01.pdf  

R3.3.24 

【措置命令】 
消費者庁 株式会社晋遊舎 

株式会社晋遊舎（以下「晋遊舎」という。）は、懸賞付きパズル雑誌（以下「本件商品」という。）

を一般消費者に販売するに当たり 

① 例えば、平成２８年８月１日発行の「特盛！まちがいさがしフレンズ Ｖｏｌ．６」と称する

商品の誌面上で実施した「特盛！超豪華プレゼント」と称する懸賞企画について、「液晶テレビ

（東芝）」、「ＱＵＥＳＴＩＯＮ１」、「１名様」、「現金１万円」、「ＱＵＥＳＴＩＯＮ２」、「１名様」、

「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ４（ＳＯＮＹ）」、「ＱＵＥＳＴＩＯＮ３」、「１名様」、「ヘルシオ無水

鍋（シャープ）」、「ＱＵＥＳＴＩＯＮ４」、「１名様」等と表示するなど、本件商品の誌面上で実

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210329_01.pdf


施した懸賞企画について、賞品等及び当せん者数を表示するとともに、応募締切日及び発送に関

する事項を表示することにより、あたかも、本件商品の誌面上で実施された懸賞企画に応募して

当せんすれば、それぞれの賞品等について、応募締切日から相当の期間内に誌面上に表示された

数の当せん者に賞品等が提供されるかのように示す表示をしていた。 

  実際には、晋遊舎が当せん者に対して当該懸賞企画に係る賞品等を発送したのは、応募締切日

から２４０日ないし１４２８日が経過した後であった 。 

② 例えば、平成２９年１月１９日発行の「漢字ジグザグフレンズ ３月号」と称する商品等の誌

面上で実施した「みんなのフレンズキャンペーン」と称する景品類提供企画について、「現金１

万円」、「３０名」、「現金５０００円」、「５０名」、「図書カード（１０００円分）」、「３００名」

等と表示するなど、本件商品の誌面上で実施した景品類提供企画について、景品類及び当せん者

数を表示するとともに、応募締切日及び発送に関する事項を表示することにより、あたかも、本

件商品の誌面上で実施された景品類提供企画に応募して当せんすれば、それぞれの景品類につい

て、応募締切日から相当の期間内に誌面上に表示された数の当せん者に景品類が提供されるかの

ように表示していた。 

実際には、晋遊舎が当せん者に対して当該景品類提供企画に係る景品類を発送したのは、応募締

切日から２６２日ないし１２１７日が経過した後であった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210324_01.pdf  

R3.3.23 

【措置命令】 
消費者庁 

ティーライフ 

株式会社 

ティーライフ株式会社は、「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッグ３０個入りの食品（以

下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、平成３０年４月３日ないし

同月７日、同月９日及び同月１０日に配布された株式会社ベルーナが通信販売の方法により販売す

る商品に同梱して配布した冊子において、「中年太り解決読本」と題し、体型が異なる２名の人物

のイラストと共に、「もう一度、あの頃のスリムな私に！」、飲料の入ったティーカップの画像と共

に、「漫画でわかる！ 日本一 ※売れている中年太りサポート茶とは！？」及び「２年半で－４３

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210324_01.pdf


ｋｇ！！ その方法を公開中！」、並びに飲料を飲む様子の複数の人物のイラストと共に、「スリム

も！健康も！自信も！家族の絆も！取り戻す これはあなたの物語です。」、「健康にうれしい成分

が桁違い！ 雲南省ハニ族のプーアール茶」、並びにダイエットプーアール茶の茶葉における重合

カテキンの含有量を示すグラフ及びダイエットプーアール茶と緑茶における没食子酸の含有量の

割合を比較して示すグラフと共に、「お茶のルーツでもある中国雲南省の少数山岳民族であるハニ

族が栽培する特別なプーアール茶。その茶葉には、とってもうれしい〝重合カテキン″や〝没食子

酸″などが存在することがわかりました。」等と表示するなど、あたかも、本件商品を摂取するこ

とにより、本件商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように示す表示を

していた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210323_01.pdf 

R3.3.18 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

レッドスパイス 

株式会社レッドスパイスは、「ＳＡＲＡＲＩＴＯウイルスブロッカー」と称する商品（以下「本

件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和２年５月１日に、容器包装に

おいて、「塩素成分で空間のウイルスから除菌・除去」、「家・電車・オフィス・学校・病院等 ウイ

ルスが気になる場所から普段居る場所まで」並びに「ＳＡＲＡＲＩＴＯ サラリト ウイルスブロッ

カー」及び本件商品を身に着けた人物のイラスト等を表示するなど、あたかも、本件商品を身に着

ければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌が除去又は除菌される効果を得られるかのように示

す表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210323_01.pdf


https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210318_01.pdf  

R3.3.15 

【措置命令】 
埼玉県 

一般社団法人 

社会福祉組合 

一般社団法人社会福祉組合は、「住宅被災ケアサービス」と称する屋号で火災保険等を利用した

雨どいの補修工事（以下「本件役務」という。）を一般消費者に供給するに当たり 

① 自ら作成したチラシにおいて、例えば令和２年４月１４日から同年１２月２８日までの間、「・

昨今の異常気象に伴う被害により、本法人が雨樋（アマドイ）を調査しましたところ、火災保険

から自然災害による修理・交換費用が認められ、これまでに関東地域全体で９００件以上、無料

で交換又は修理を行うことができました。」と表示し、自ら作成したウェブサイトにおいて、「現

地調査・修繕実績 ９００件以上！」と表示することにより、あたかも本件役務の施工実績が９

００件以上あるかのように示す表示をしていたが、実際には、本件役務の施工実績は７件であり、

表示の根拠となる施工実績を有していなかった。 

② 自ら作成したチラシにおいて、令和２年４月１４日から同年１２月２８日までの間、「無料で

雨樋調査を行い、被害を確認できましたら雨樋を無料で修理・交換いたします。」等と表示し、

自ら作成したウェブサイトにおいて、令和２年４月７日から令和３年２月１２日までの間、「被

害が出る前にまずは無料調査！」と表示することにより、あたかも、火災保険等の利用を前提と

した雨どい補修工事を施工するための調査（以下「本件調査」という。）に係る一般消費者の金

銭の負担が生じないかのように表示していたが、実際には 

ア 社会福祉組合と補修工事契約を締結した場合に一般消費者に提示している見積書には、本件

役務に係る費用の内訳として、本件調査に係る費用が計上されており、本件調査に係る一般消

費者の金銭の負担が生じる約定であった。 

イ 損害保険会社等から一般消費者に損害保険金等が支払われた後に、社会福祉組合と補修工事

契約を締結しない場合には、損害金として損害保険金等の半額を支払わなければならず、本件

調査に係る一般消費者の金銭の負担が生じる約定であった。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/news/page/news2021031501.html  

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210318_01.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/news/page/news2021031501.html


R3.3.11 

【措置命令】 
消費者庁 株式会社遊笑 

株式会社遊笑は、「コロバスター」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販

売するに当たり 

① 令和２年８月２１日に、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「ｐｒｅｍｉｕｍｓｈ

ｏｐ．ｏｎ－ｌｉｎｅ」と称する自社ウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」という。）にお

いて、「【ｐｐｍ（濃度）】１００ｐｐｍ」及び「１００％の次亜塩素酸水で１００ｐｐｍの殺菌

力。」と表示することにより、あたかも、本件商品における有効塩素濃度は、１００ｐｐｍであ

るかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品における有効塩素濃度は、１００ｐｐｍを大幅に下回るものであった。 

②ア 令和２年７月２８日に、本件商品の容器に貼付したラベルにおいて、「９９．９％瞬間除菌」

と表示することにより 

 イ 令和２年８月２１日に、本件ウェブサイトにおいて、「次亜塩素酸水は、スピード除菌に定

評があり、様々な用途で便利に使用できます。」、「理由２ 速攻除菌 ９９％以上の除菌力」、

「次亜塩素酸水は高い速攻性と安全性が認められており、様々な用途で便利に使用できます。」

及び「９９％以上瞬間除菌」と表示することにより 

あたかも、本件商品を使用することで、本件商品の内容物に接した菌が瞬時に９９パーセント除

菌される効果があるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出しなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_01.pdf  

R3.3.11 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ＯＴＯＧＩＮＯ 

株式会社ＯＴＯＧＩＮＯは、「ＯＸ ＭＩＳＴ」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一

般消費者に販売するに当たり 

① 例えば、令和２年７月９日及び同年８月２９日に、本件商品の容器に貼付したラベルにおいて、

「成分：次亜塩素酸水 ５０ｐｐｍ」と表示するなど、あたかも、本件商品における有効塩素濃

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_01.pdf


度は、５０ｐｐｍであるかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品における有効塩素濃度は、５０ｐｐｍを大幅に下回るものであった。 

② 例えば、令和２年９月２４日に、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「おとぎの国」

と称する自社ウェブサイトにおいて、「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」等と

表示するなど、あたかも、本件商品を使用することで、本件商品の内容物に接した菌及びウイル

スが瞬時に９９．９パーセント除菌及び除去される効果があるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_01.pdf  

R3.3.10 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

マトフアー・ジヤ

パン 

株式会社マトフアー・ジヤパンは、「微弱酸性次亜塩素酸水 アクアトロン🄬🄬 ＭＡＴＦＥＲ ＪＡ

ＰＡＮ」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり 

① 令和２年７月１日に、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「ＭＡＴＦＥＲ ｓｈｏｐ」

と称する自社ウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」という。）において、「有効塩素濃度５０

ｐｐｍ」、「有効塩素濃度５０～８０ｐｐｍ」、「アクアトロン🄬🄬有効塩素濃度５０ｐｐｍ±１０」、

「●有効塩素濃度が５０～８０ｐｐｍで低刺激の微弱酸性です。」、「当店の製品は有効塩素濃度

５０ｐｐｍ、ｐＨ値は５．０～６．５で調整されています。」及び「当店の、アクアトロン🄬🄬は

次亜塩素酸水の中でも微弱酸性に電気分解されており、ｐＨ値５．０～６．５、有効塩素濃度に

ついては、５０ｐｐｍ（±１０）で調整された次亜塩素酸水です。」と表示することにより、あ

たかも、本件商品における有効塩素濃度は、５０ｐｐｍ程度であるかのように示す表示をしてい

た。 

実際には、本件商品における有効塩素濃度は、５０ｐｐｍを大幅に下回るものであった。 

② 令和２年７月１日に、本件ウェブサイトにおいて、「新型コロナウイルスを２０秒で９９．９

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_01.pdf


９％不活性化 ※」、「※ＮＩＴＥ（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）が６月２６日（金）に

公式発表を行いました。」及び「あらゆる菌・ウイルスを瞬時に除菌します。」と表示することに

より、あたかも、本件商品を使用することで、本件商品の内容物に接した新型コロナウイルスを

２０秒で９９．９９パーセント不活性化する効果があるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_01.pdf  

R3.3.9 

【措置命令】 
消費者庁 

マクロフュー

チャー株式会社 

マクロフューチャー株式会社は、「マクロ元気」と称する食品及び「マクロ元気乳酸菌１２５０

億プラス」と称する食品の各商品（以下これらを併せて「本件２商品」という。）を一般消費者に

販売するに当たり、例えば、遅くとも令和２年９月１日から同月２４日までの間、自社ウェブサイ

トにおいて、「ＬＰＳは、マクロファージを活性化し免疫力を高めます。 だから、こんな方にお

ススメします。」、「風邪をひきやすい」、「花粉症の季節が辛い」、「骨粗鬆症が気になる」、「肌荒れ

が気になる」、「なかなか眠れない」、「お通じがよくない」等と表示し、令和２年１０月２０日、「楽

天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイトにおいて、「ＬＰＳは、マクロファー

ジを活性化し免疫力を元気にします。 だから、こんな方におススメします。」、「風邪をひきやす

い」、「花粉症の季節が辛い」、「骨粗鬆症が気になる」、「肌荒れが気になる」、「なかなか眠れない」、

「お通じがよくない」等と表示し、令和２年６月１日から同年８月３１日までの間に配布した自ら

販売する商品に同梱するチラシにおいて、「『免疫』と『防疫』で、感染症対策！」、「免疫 防疫 Ｌ

ＰＳ ｍａｃｒｏｇｅｎｋｉ」、「ＳＴＯＰ！ ＣＯＲＯＮＡ」、「食事と一緒に 摂って、しっかり 

免疫力アップ」、「免疫力アップで ウィルスに 負けない！」等と表示するなど、あたかも、本件

２商品を摂取するだけで、免疫力が高まり、疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように示す

表示をしていた。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_01.pdf


 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_210514_01.pdf 

R3.3.4 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ＡＮＯＴＨＥＲ  

ＳＫＹ 

株式会社ＡＮＯＴＨＥＲ ＳＫＹは、「ＡＩＲＯＳＯＬ（エアロゾール）空間除菌」と称する商

品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり 

① 令和２年８月１４日及び同年１０月１６日に、本件商品の容器に貼付したラベルにおいて、「空

間除菌」、「水溶性安定型亜塩素酸水」、「長時間空気中に留まる優れた空間除菌効果」、「品名 Ａ

ＩＲＯＳＯＬ（エアロゾール）空間除菌」、「用途」及び「排泄物吐物の処理時・動物の排泄の

処理時」、「製品の特長 本商品は野菜等食品の除菌にも使用できる安全性に優れた商品です。そ

の他、空気中や器具などの抗ウイルス作用や除菌効果にも大変優れているので、インフルエン

ザ・多発ウイルス発生・花粉の時期など年間を通して使用して頂きたい商品です。」等と表示す

ることにより、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有される成分が長時

間空気中に留まり作用することにより、空間を除菌する効果が得られるかのように示す表示、及

び本件商品を対象物に噴霧することで、当該成分の作用により、排泄物吐物等が存在する環境下

においても除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

② 令和２年８月２１日から同年１０月２３日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「空間除

菌」、「安定型クロラス酸水除菌スプレー」、「クロラス酸水とは？」及び「・長時間空気中に留

まる、優れた空間除菌効果」、「③『クロラス酸水』は分子レベルでの優れた空間除菌効果！ 空

気中の有機物に対して長時間の除菌効果を発揮。」、「クロラス酸水の物性の特長」及び「弱い殺

菌力で緩やかな反応性を持ち、安定して殺菌効果を持続することができるという特長を持つ『ク

ロラス酸水』は、これまでの塩素酸化物系の薬剤が最も苦手としてきた、有機物が多く存在する

汚れた環境下でも“弱くゆっくりと持続的”に殺菌効果（遅効性）を発揮することが出来ます。」

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_210514_01.pdf


等と表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有される

成分が長時間空気中に留まり作用することにより、室内空間を長時間除菌する効果が得られるか

のように示す表示、及び本件商品を対象物に噴霧することで、当該成分の作用により、有機物が

存在する汚れた環境下においても除菌する効果が長期間持続するかのように示す表示をしてい

た。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210304_01.pdf  

R3.3.4 

【措置命令】 
消費者庁 

アデュー 

株式会社 

アデュー株式会社は、「ＢＭＶ Ｂｌｏｃｋｅｒ」と称する商品（以下「本件商品」という。）を

一般消費者に販売するに当たり 

① 令和２年８月１７日及び同年１０月２２日に、本件商品の容器に貼付したラベルにおいて、「バ

クテリア・カビ・ウイルス 強力除菌」、「安定型亜塩素酸水」、「用途」及び「排泄物吐物の処

理時・動物の排泄の処理時」、「製品の特長 本商品は野菜等食品の除菌にも使用できる安全性

に優れた商品です。その他、空気中や器具等の抗ウイルス作用や除菌効果にも大変優れているの

で、インフルエンザ・多発ウイルス発生・花粉の時期など年間を通して使用して頂きたい商品で

す。」並びに「使用法・対象物より２０～３０ｃｍ離して噴霧してください。」と表示すること

により、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有される成分の作用により、

空気中における抗ウイルス作用又は除菌効果が得られるかのように示す表示、及び本件商品を対

象物に噴霧することで、当該成分の作用により、排泄物吐物等が存在する環境下においても除菌

する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

② 令和２年８月２６日から同年１０月１９日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「こんな方

におすすめ」及び「〇室内の空間も除菌したい」、「ＢＭＶ Ｂｌｏｃｋｅｒ（クロラス酸：亜塩

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210304_01.pdf


素酸水）」、「亜塩素酸のメリット」、「○✔次亜塩素酸よりも反応速度の遅い求核付加反応（酸素を

与える酸化反応）瞬間的な除菌力は弱いが、有機物が存在する環境下でも安定した効果を発揮し、

長時間この除菌力が持続する。」及び「○✔従来の塩素酸化物が苦手としてきた周囲の汚れが存在

している環境下でもその酸化能力がすべて消耗してしまうことがない。」、「用途」及び「排泄物

吐物の処理時・動物の排泄の処理時」等と表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴

霧することで、本件商品に含有される成分の作用により、室内空間を除菌する効果が得られるか

のように示す表示、及び本件商品を対象物に噴霧することで、当該成分の作用により、排泄物吐

物等が存在する汚れた環境下においても除菌する効果が長時間持続するかのように示す表示を

していた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210304_01.pdf  

R3.3.4 

【措置命令】 
消費者庁 株式会社ＩＧＣ 

株式会社ＩＧＣは、「スーパーキラーＶ」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消費

者に販売するに当たり、令和２年８月１７日及び同年１０月１９日に、本件商品の容器に貼付した

ラベルにおいて、「ウイルス／バクテリア／カビ 強力除菌 ９９．９％」、「長時間の除菌力！ 特殊

技術で汚れた場所にも使えます！」、「成 分：亜塩素酸水」及び「使用方法 対象物から２０ｃｍ

程度離し、表面が濡れる程度にスプレーしてください。その後、そのまま自然乾燥させるか、しば

らく置いて拭き取ってください。」と表示することにより、あたかも、本件商品を対象物に噴霧す

ることで、本件商品に含有される成分の作用により、ウイルス、バクテリア及びカビを９９．９パー

セント除菌する効果が得られ、汚れた場所においても除菌する効果が長時間持続するかのように示

す表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210304_01.pdf


出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210304_01.pdf  

R3.3.3 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社Ｔ．Ｓ 

コーポレーショ

ン 

株式会社Ｔ．Ｓコーポレーションは、「ＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯ」と称する育毛剤（以下「ＢＵＢＫ

Ａ ＺＥＲＯ」という。）及びＢＵＢＫＡ ＺＥＲＯを含むセット商品の各商品（以下これらを併せ

て「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり 

① 令和元年９月２５日に、「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『９０％がフ

サフサになった育毛剤』がヤバイ！」と記載のあるアフィリエイトサイトにおいて、「『有名大学

がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『９０％がフサフサになった育毛剤』がヤバイ！」、

毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃い頭頂部の画像を矢印で結んだ画像と共に、「悩んでいた

のがウソのように、たった２ヶ月で髪がフサフサになったんです！！！今ではもう頭皮が見えな

いくらい生えるので、理髪店に行っても『髪の量多いですね～』と言われるように（笑）抜け毛

が嫌だったシャンプーもガシガシ洗えるし、まるで２０代に戻ったみたいです。」等と表示する

ことにより 

② 令和元年７月３０日に、「【新常識！薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再

生法 有名医科大のマウス実験で実証済！試した９０％以上がボリューム復活！？」と記載のあ

るアフィリエイトサイトにおいて、「【新常識！薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨

の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済！試した９０％以上がボリューム復活！？」、

「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの１か月で」、並びに「ｂｅｆｏｒｅ」と記載のある

毛髪が薄い頭頂部の画像及び「ａｆｔｅｒ」と記載のある毛髪が濃い頭頂部の画像と共に、「『カ

ツラ！？』同僚から疑われましたｗ」等と表示することにより 

あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、短期間で、外見上

視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をして

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210304_01.pdf


いた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいず

れも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210303_1.pdf  

R3.2.3 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社 

だいにち堂 

株式会社だいにち堂は、「アスタキサンチン アイ＆アイ」と称する食品（以下「本件商品」と 

いう。）を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年６月２７日から同月３０日までの間、全国

に配布された日刊新聞紙に掲載した広告において、「ボンヤリ・にごった感じに！！」、「ようやく

出会えたクリアでスッキリ！！」、「クリアな毎日に『アスタキサンチン』」、「つまり、だいにち堂

の『アスタキサンチン アイ＆アイ』でスッキリ・クリアな毎日を実感、納得の１粒を体感出来ま

す。」、眼鏡を掛け、読み物をしている中高年男性の写真と共に、「新聞・読書 楽しみたい方にᐅ目

からウロコの実感力！！ 爽快なクリア感 アスタキサンチンを今すぐ始めませんか？ クリアな毎

日を応援します。」、「多くのお客様より嬉しいお声をいただいている『アスタキサンチン アイ＆ア

イ』は１日１粒目安お飲み頂くことで、晴れやかな毎日をサポートします！」等と記載することに

より、あたかも、本件商品を摂取することにより、ボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する

効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：３７０万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210203_01.pdf  

R3.1.28 

【課徴金納
消費者庁 

株式会社 

ＥＣホールディ

株式会社ＥＣホールディングスは、「ブラックサプリＥＸ」と称する食品（以下「本件商品」と

いう。）を一般消費者に販売するに当たり、平成３０年１０月１日から平成３１年２月７日までの

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210303_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210203_01.pdf


付命令】 ングス 間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、平成３０年１０月１日から平成３１年２月７日までの間、

「Ｂｅｆｏｒｅ」と付記された白髪が目立つ人物のイラスト及び「Ａｆｔｅｒ」と付記された黒髪

の人物のイラスト、並びに本件商品及び本件商品の容器包装の写真と共に、「いくつになっても、

柔らかな印象で ゆるふわっ！華やか！」、「年齢のせい・・・じゃなかった！」及び「１日３粒※

飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサプリ！ ※３粒は目安です」等と記載するなど、あたか

も、本件商品を摂取することにより、白髪が黒髪になる効果が得られるかのように示す表示をして

いた。 
消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

課徴金額：１９７２万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_CMS215_210128_01.pdf  

R3.1.15 

【措置命令】 
消費者庁 萬祥株式会社 

萬祥株式会社は、「Ｊａ
、

ｉａｉｌｅ（ジュエル）」と称する商品（以下「本件商品」という。）を

一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和２年５月２６日、同年７月３１日、同年９月３日、

同月１０日、同月１４日、同月２８日、同年１０月１日及び同月２６日に、自社ウェブサイトにお

いて、「Ｊａ
、

ｉａｉｌｅ パーソナル空気清浄機 日々の空気をよりキレイに」、「－ｉｏｎ１００万

／ｃｍ３」、「花粉除去率９９．９％」及び「ＰＭ２．５除去率９９．９％」並びに「０．５秒ごと

に１，０００，０００／ｃｍ３のマイナスイオンを連続４８時間出し続けることが可能、平均一日

８時間使用しても、五日間持ちますから、頻繫な充電は要らず、首にかけるだけでいつでも、どこ

でも、キレイな空気があなたを包み込みます。」等と表示するなど、あたかも、本件商品を身に着

ければ、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、いつでもどこでも、様々な場面で、

身の回りの空間の花粉、ＰＭ２．５などの浮遊物を除去し、空気を清浄にする効果が得られるかの

ように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_CMS215_210128_01.pdf


出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいず

れも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210115_01.pdf  

R3.1.15 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

Ｎａｔｕｒｅ
ネ イ チ ャ ー

 

Ｌｉｎｋ
リ ン ク

 

株式会社Ｎａｔｕｒｅ Ｌｉｎｋは、「ＡｉｒＲｅｖｏ ＣＡＲＤ／エアレボカード」と称する商

品（以下「エアレボカード」という。）及び「ＡｉｒＲｅｖｏ ＣＥＲＡＭＩＣ ＰＬＡＴＥ／エア

レボセラミックプレート」と称する商品（以下これらを併せて「本件２商品」という。）を一般消

費者に販売するに当たり、令和２年８月３１日、同年９月３日、同月２８日、同年１０月１日、同

月１２日、同月１９日、同年１１月２日、同月１７日、同月２４日、同月３０日、同年１２月３日、

同月７日、同月１７日及び同月２１日に、自社ウェブサイトにおいて、例えば、エアレボカードに

ついて、「イオンのパワーで空気革命」及び「ＩＯＮ ＣＬＥＡＮＥＲ ＡｉｒＲｅｖｏ」、「身近に

ある様々な空気トラブル」と表示し、「空気のトラブル」、「ウイルス、花粉、アレル物質、細菌、

ＰＭ２．５・・・。目には見えなくても、私たちの身のまわりの空気中には、日々の健康に影響を

及ぼすさまざまな原因物質が浮遊しています。」、「エア・レボリューション、“ＡｉｒＲｅｖｏ（エ

アレボ）” は、イオンの発生効果を利用した携帯エア・クリーナー。いつでも、どこでも、身につ

けているだけで、あなたの身のまわりの空気トラブルを軽減します。」等と表示するなど、あたか

も、本件２商品を身に着ければ、本件２商品から発生するイオンの作用により、いつでもどこでも

身の回りの空気を清浄にして、空気中に浮遊するウイルス、花粉、アレル物質、ＰＭ２．５、細菌

等が人体に及ぼす影響を軽減する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210115_02.pdf  

R2.12.23 消費者庁 株式会社 株式会社ジャパネットたかたは、エアコン４商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、平

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210115_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210115_02.pdf


【課徴金納

付命令】 

ジャパネット 

たかた 

成２９年５月１９日に配布した会員カタログにおいて、「ジャパネット通常税抜価格 ７９，８００

円」、「２万円値引き」、「さらに！会員様限定２，０００円値引き」及び「値引き後価格 会員様特

価 ５７，８００円」と記載するなど、あたかも、「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、

同社において通常販売している価格であり、「値引き後価格」等と称する実際の販売価格が当該通

常販売している価格に比して安いかのように表示していた。 

実際には、「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、同社において、最近相当期間にわ

たって販売された実績のないものであった。 

 課徴金額：５１８０万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_201223_1.pdf  

R2.12.23 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社 

ゼネラルリンク 

株式会社ゼネラルリンクは、「マカミア」と称する食品（以下「本件商品」という。）を一般消費

者に販売するに当たり、例えば、令和元年１１月２５日から令和２年２月５日までの間、「ｎｅｎ

ｎｅ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「自然環境の厳しい南米ペルー産のマカを厳選し独自

製法のエキスパウダーとして抽出。大学教授をはじめとする共同研究チームによる機能性試験にお

いて、授かり率が１９０％高まることが示されました。」等と表示し、令和２年１月９日から同月

１６日までの間、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず第三者が

運営するものであるかのように装った「妊活ガイド」と称するウェブサイトにおいて、「妊娠率１

９０％ＵＰも！？今話題の妊活サプリ総合ランキング！」、「マカミア（ネンネ）」、「授かり率が１

９０％ＵＰする妊活サプリ」等と表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、

著しく妊娠しやすくなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：１９３万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_201223_1.pdf


https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_1223_1.pdf  

R2.12.22 

【措置命令】 
消費者庁 

Ｓａｌｕｔｅ
サ ル ー テ

． 

Ｌａｂ
ラ ボ

株式会社 

Ｓａｌｕｔｅ．Ｌａｂ株式会社は、「イオニアカードＰＬＵＳ」と称する商品（以下「本件商品」

という。）を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和２年７月

１６日に、「検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果」と記載のあるウェブページにおいて、

本件商品の画像と共に、「検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果」、「スギ花粉 ８４．５％

除去」及び円グラフの画像、「ヒノキ花粉 ７７．６％除去」及び円グラフの画像、並びに「ＰＭ２．

５ ９０．１％除去」及び円グラフの画像、「カードを身につけるだけで 空気のトラブル からあな

たを守る」、「花粉」、「アレル物質」、「ウイルス」、「ＰＭ２．５」、「タバコのニオイ」及び「これら

は、ぜんそくや鼻水・鼻詰まり、目のかゆみなどの原因に。インフルエンザには、二次感染のリス

クもあります。『イオニアカード』は、そんな”空気のトラブル”からイオンの力であなたを守り

ます。」等と表示することにより、あたかも、本件商品を身に着ければ、本件商品から発生するイ

オンの作用により、本件商品から半径１．５メートルから２メートル程度又は半径１．５メートル

程度の身の回りの空間における花粉及びＰＭ２．５を除去し、本件商品を身に着けた者にウイルス、

菌等を寄せ付けない効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201222_01.pdf  

R2.12.18 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ＴＢＳグロウ

ディア 

株式会社ＴＢＳグロウディアは 

① 「ＴＢＣスレンダーパッド」と称する商品（以下「本件商品①」という。）を一般消費者に販

売するに当たり、平成３０年１２月２９日にＢＳ放送を通じて放送した「プレミアムカイモノラ

ボ」と称するテレビショッピング番組（以下「本件番組」という。）において、「今回御紹介する

アイテムを使えば、寸胴ボディもたった３週間でこんなすっきりくびれボディに」及び「下腹部

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_1223_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201222_01.pdf


がなんとマイナス８．５センチ」との音声、「使用前 ８１．０ｃｍ」、「３週間使用後 ７２．５

ｃｍ」及び「下腹部 －８．５ｃｍ」との文字の映像等を表示することにより、あたかも、本件

商品①を腹部に使用すれば、本件商品①の電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることによ

り、特段の食事制限や激しい運動をすることなく、１日２０分間の使用を３週間継続することで

腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

② 「トルネードＲＦローラー」と称する商品（以下「本件商品②」という。）を一般消費者に販

売するに当たり、平成３１年３月１７日に本件番組において、「そこで、お腹周りでお悩みの皆

さんに、軽微な運動を併せて、ＥＭＳモードで４週間使っていただきました」との音声、「使用

前 へそ周り７４．３ｃｍ」との文字の映像、「へそ周り６３．８センチ。マイナス１０．５セン

チです」、「１回わずか１０分間の使用を４週間続けていただけでなんとマイナス１０．５センチ」

との音声等を表示することにより、あたかも、本件商品②を身体の部位に使用すれば、本件商品

②によって当該部分がもみ出されるとともに温められ、かつ、本件商品の電気刺激によって当該

部位の筋肉が引き締められることにより、１日１０分間の使用を３週間又は４週間継続すること

で当該部位の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201218_01.pdf  

R2.12.16 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社 

オンテックス 

株式会社オンテックスは、自社が運営する「和泉橋本温泉 美笹のゆ」において、施設内に「温

泉」と表示するとともに、当該「温泉」の効能を表示することなどにより、あたかも、浴槽の温水

について、温泉を使用したものであるかのように示す表示をしていた。 

実際には、温泉法に基づく温泉の利用の許可を受けておらず、当該浴槽の温水は、効能を表示で

きるものではなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201218_01.pdf


 課徴金額：１５８２万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_201216_01.pdf  

R2.12.16 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
大和ハウス工業 

株式会社 

大和ハウス工業株式会社は、同社が運営を委託する「岩塩温泉りんくうの湯」及び「岩塩温泉和

らかの湯」において、施設内に「温泉」と表示するとともに、当該「温泉」の効能を表示すること

などにより、あたかも、浴槽の温水について、温泉を使用したものであるかのように示す表示をし

ていた。 

実際には、温泉法に基づく温泉の利用の許可を受けておらず、当該浴槽の温水は、効能を表示で

きるものではなかった。 

 課徴金額：２７３８万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_201216_01.pdf  

R2.12.16 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社 

ダッドウェイ 

株式会社ダッドウェイは、「ＡＤＡＰＴ」、「ＯＭＮＩ３６０」、「ＯＲＩＧＩＮＡＬ」及び「３６

０」と称する抱っこひも（以下これらを併せて「本件４商品」という。）の各商品を一般消費者に

販売するに当たり、例えば、「ＡＤＡＰＴ」と称する抱っこひもについて、平成２９年７月１日頃

から令和２年２月２８日までの間、「店頭空箱」と称する店頭表示物において、「人間工学専門家も

認める快適性」と記載し、乳幼児を対面抱きしている人物の写真と共に、「肩への負担が１／７（他

社比）」及び「快適性を使用者にかかる圧力で比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを１

００とした場合、エルゴベビーはわずかその１４％程度、つまり負担がきわめて少ない、という実

験結果が出ています。抱いた赤ちゃんが自然に中央に導かれる立体設計により、親子ともにバラン

スの良い抱っこ姿勢を保てることも、疲れにくい理由のひとつです。」等と表示することにより、

あたかも、本件４商品の各商品を使用して乳幼児を対面抱き又はおんぶした際に使用者の身体に掛

かる負担は、他社の商品に比して著しく少ないかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_201216_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_201216_01.pdf


該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：３億７４７８万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201216_1.pdf  

R2.12.9 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社アイ

ビューティ 

株式会社アイビューティは、「Ｊｉａｅｎ Ｐｏｗｅｒ 次亜塩パワー」と称する商品（以下「本

件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり 

① 令和２年７月８日及び同年９月１日に、本件商品の容器に貼付したラベルにおいて、「Ｐｈ５．

０～６．５ ５０ｐｐｍ」及び「［濃度］ｐＨ５．０～６．５ 有効塩素濃度５０ｐｐｍ」と表示

することにより 

② 令和２年７月１日に、「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称するウェブサイトに株式会社アンジェ

ラ（以下「アンジェラ」という。）が開設した「Ａｎｇｅｌａ．」と称するウェブサイトにおいて、

「Ｐｈ５．０－６．５ ５０ｐｐｍ」及び「この製品の濃度は５０ｐｐｍ（Ｐｈ５．０－６．５）

です。」と表示することにより 

③ 令和２年８月２０日に、「楽天市場」と称するウェブサイトにアンジェラが開設した「Ａｎｇ

ｅｌａ．」と称するウェブサイトにおいて、「Ｐｈ５．０－６．５ ５０ｐｐｍ」及び「この製品

の濃度は５０ｐｐｍ（Ｐｈ５．０－６．５）です。」と表示することにより 

あたかも、本件商品における有効塩素濃度は、５０ｐｐｍであるかのように示す表示をしていた。

実際には、本件商品における有効塩素濃度は、５０ｐｐｍを大幅に下回るものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf  

R2.12.9 

【措置命令】 
消費者庁 

合同会社ＥＶＯ

ＬＵＴＩＯＮ 

合同会社ＥＶＯＬＵＴＩＯＮは、「【日本製／マスクを保護する除菌コート】使い捨てマスクを繰

り返し使える・マスクの手前でウイルスをガード マスク 除菌 ウイルス対策 ＭＡＳＫＧＵＡＲ

Ｄ」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり 

① 令和２年７月８日及び同年８月２７日に、本件商品に同封した用紙において、「【成分】２００

ｐｐｍ次亜塩素酸水」と表示することにより 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201216_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf


② 令和２年８月２６日に、「Ａｍａｚｏｎ.ｃｏ.ｊｐ」と称するウェブサイトにおける本件商品

の販売ページにおいて、「成分：２００ｐｐｍ次亜塩素酸水」と表示することにより 

あたかも、本件商品における有効塩素濃度は、２００ｐｐｍであるかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品における有効塩素濃度は、２００ｐｐｍを大幅に下回るものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf  

R2.12.9 

【措置命令】 
消費者庁 

Ｋｎｅｔｓ 

株式会社 

Ｋｎｅｔｓ株式会社は、「新型ウイルバスターＫ」と称する商品（以下「本件商品」という。）を

一般消費者に販売するに当たり、令和２年７月８日及び同年９月４日に、本件商品の容器に貼付し

たラベルにおいて、「２００ｐｐｍ」及び「品名：安定型次亜塩素酸水 ２００ｐｐｍ」と表示する

ことにより、あたかも、本件商品における有効塩素濃度は、２００ｐｐｍであるかのように示す表

示をしていた。 

実際には、本件商品における有効塩素濃度は、２００ｐｐｍを大幅に下回るものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf  

R2.12.9 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

伝聞堂 

 株式会社伝聞堂は、「ＣＯＲＯＮＡＩＮ」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消費

者に販売するに当たり、令和２年８月２０日に、「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称するウェブサ

イトに開設した「伝聞堂」と称する自社ウェブサイトにおいて、「次亜塩素酸水」、「高濃度 ５００

ｐｐｍ」及び「濃度：５００ｐｐｍ ｐｈ５～６．５（出荷時）」と表示することにより、あたかも、

本件商品における有効塩素濃度は、５００ｐｐｍであるかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品における有効塩素濃度は、５００ｐｐｍを大幅に下回るものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf  

R2.12.9 

【措置命令】 
消費者庁 

ハームレス・ 

スタイル こと  

川邉 治 

ハームレス・スタイル こと 川邉 治は、「ＨＡＲＭＬＥＳＳ ａＭＩＳＴ」と称する商品（以

下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり 

① 令和２年７月１０日に、本件商品の容器に貼付したラベルにおいて、「ＨＯＣＬ４０－５０ｐ

ｐｍ」及び「【ＨＯＣＬ濃度】４０～５０ｐｐｍ」と表示することにより 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf


② 令和２年８月１８日に、「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称するウェブサイトに開設した「Ｈ

ａｒｍｌｅｓｓ Ｓｔｙｌｅ」と称する自らのウェブサイトにおいて、「【ＨＯＣＬ濃度】４０～

５０ｐｐｍ」と表示することにより 

あたかも、本件商品における有効塩素濃度は、４０ｐｐｍから５０ｐｐｍであるかのように示す表

示をしていた。 

実際には、本件商品における有効塩素濃度は、４０ｐｐｍを大幅に下回るものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf  

R2.12.9 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社マイン

ズワークス 

 株式会社マインズワークスは、「［Ａｍａｚｏｎ限定ブランド］Ｃｌｅａｎｚｉａ クリンジア  次

亜塩素酸水 スプレー ３００ｍｌ」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販

売するに当たり、令和２年８月１８日に、「Ａｍａｚｏｎ.ｃｏ.ｊｐ」と称するウェブサイトにお

ける本件商品の販売ページにおいて、「１００ｐｐｍ」と表示することにより、あたかも、本件商

品における有効塩素濃度は、１００ｐｐｍであるかのように示す表示をしていた。 

実際には、本件商品における有効塩素濃度は、１００ｐｐｍを大幅に下回るものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf  

R2.12.9 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

マグファイン 

株式会社マグファインは、「アルコール６５スプレー １００ｍｌ」と称する商品（以下「本件商

品」という。）を一般消費者に販売するに当たり 

① 令和２年５月３０日に、本件商品の容器に貼付したラベルにおいて、「アルコール濃度６５度」

と表示することにより 

② 令和２年５月２１日に、「Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐ」と称するウェブサイトにおける本件商

品の販売ページにおいて、「アルコール濃度６５度」と表示することにより 

あたかも、本件商品におけるアルコールの濃度は、６５パーセントであるかのように示す表示をし

ていた。 

実際には、本件商品におけるアルコールの濃度は、６５パーセントを下回るものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf


https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf  

R2.10.23 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社 

ＴＯＬＵＴＯ 

株式会社ＴＯＬＵＴＯは、「ケトジェンヌ」と称する食品（以下「本件商品」という。）を一般消

費者に販売するに当たり、令和元年８月２日に、自社ウェブサイトにおいて、「スリムボディ」、「ケ

トジェンヌでボディメイクに燃える！」と題し、ウエストがくびれた人物の写真と共に、人物の腹

部に炎のイラスト及び「ケトン体」と記載、並びに「中鎖脂肪酸ＭＣＴ」、「オメガ３系脂肪酸アマ

ニ油」、「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパーフードミネラル」、「どっさり食物繊維」、「ケトン

体質に切り替える」及び「５つのこだわり」等と表示するなど、あたかも、本件商品を摂取するだ

けで、本件商品に含まれる成分の作用による体質改善により、容易に痩身効果が得られるかのよう

に示す表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：２９６１万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_201023_1.pdf  

R2.10.23 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社 

トラスト 

株式会社トラストは、 

① 「ヴィーナスカーブ」と称する下着（ガードル）（以下「本件商品①」という。）を一般消費者

に販売するに当たり、「ＢｅａｕｔｙＭａｒｋｅｔ」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェ

ブサイト」という。）において、例えば、平成３０年５月１５日から同年８月１日までの間、「毎

日履くだけで２週間－１０ｃｍ！？」、「人間工学に基づいた設計により履くだけでダイエットを

実現！」、「自宅で簡単に脚ヤセ、理想的なクビレを手に入れるならヴィーナスカーブ」等と表示

することにより、あたかも、本件商品①を着用するだけで、著しい痩身効果が得られるかのよう

に示す表示をしていた。  

② 「ヴィーナスウォーク」と称する下着（ソックス）（以下「本件商品②」という。）を一般消費

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_201211_1.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_201023_1.pdf


者に販売するに当たり、平成３０年８月１３日から令和元年９月２５日までの間、自社ウェブサ

イトにおいて、「いま業界で話題沸騰中の“加圧式”脂肪燃焼ソックス」、「自宅で履くだけ
．．．．

で常

時トレーニング状態！？」、「自宅で簡単！ 毎日履くだけで憧れのモデルのような スラッと 美

脚に！」等と表示することにより、あたかも、本件商品②を着用するだけで、著しく脚が細くな

る効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、上記①及び②の各表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当

該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであっ

た。 

 課徴金額：合計６５２３万円 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/016440/  

R2.9.14 

【措置命令】 
埼玉県 

株式会社 

ワン・ツー・ワン 

株式会社ワン・ツー・ワンは、家庭教師派遣サービス（以下「本件役務」という。）を一般消費

者に提供するに当たり 

① 「第一志望校合格率９５％以上 ※当社調べ」等と表示することにより、あたかも本件役務の

供給を受けた者の第一志望校への合格率が高いかのように示す表示をしていたが、実際には、本

件役務の提供を受けた全ての者を含めた合格率ではなく、第一志望校を複数校挙げた者がそのい

ずれかの学校に合格した場合は第一志望校として計上される等、統計的に客観性が十分に確保さ

れていないものであった。 

② 「家庭教師 お客様・料金・第一志望校合格 満足度３部門第１位 ２０１９年３月 全国の

子どもがいる２０～５０代の男女から選ばれました。 実査委託先：日本マーケティングリサー

チ機構」等と表示することにより、あたかも、本件役務は、顧客からの満足度が高いかのように

示す表示をしていたが、実際には、インターネット上で収集した家庭教師派遣サービス事業者９

社に対するブランドイメージの調査であり、本件役務の提供を受けた顧客に対する調査ではな

https://www.caa.go.jp/notice/entry/016440/


かった。 

③ 本件役務のうち「最短即日スピード派遣」と称する役務について、「通常、家庭教師の派遣ま

でに７～１０日程度かかりますが、最短で依頼した即日に指導を受けることができるシステムで

す。」等と表示することにより、あたかも通常より早期に家庭教師の派遣を受けることができる

かのように示す表示をしていたが、実際には、申し込みの日から平均して７日程度を要するもの

であった。 

④ 「首都圏最大級の教師登録数７万名の豊富な人材を活用できるノーバスだからできるサービス

です。」等と表示することにより、あたかも、本件役務に係る家庭教師の登録数は７万人であり、

その全てが派遣可能であるかのように示す表示をしていたが、実際には、令和２年８月３日にお

ける家庭教師の登録数は３３，４８９人であった。 

⑤ 「ノーバスの安心システム 中止料・解約料・更新料ナシ」等と表示することにより、あたか

も本件役務を解約した場合に中止料等の負担を要するものではないかのように表示していたが、

実際には、本件役務の解約に当たり金銭の負担を要するものであった。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0914-04.html 

R2.8.28 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

東亜産業 

株式会社東亜産業は、「ウイルスシャットアウト」と称する商品（以下「本件商品」という。）を

一般消費者に販売するに当たり 

① 令和２年２月２６日に、自社ウェブサイトにおいて、本件商品及びその周囲に浮遊するウイル

スや菌のイメージの画像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策！！」、「流

行性ウィルスからあなたを守ります！」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウ

イルスや菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携！ウイルスの気になる場所でご使用く

ださい。」、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去！」等と表示することにより 

② 令和２年２月２７日に、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイトにお

いて、本件商品から成分が出ているイメージ画像及び本件商品を首にかけた人物の写真と共に、

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0914-04.html


「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時期・この季節に必携」及び「幅広く・様々な

環境に最適！ 学校 オフィス 病院 電車」等と表示することにより 

あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効

果が得られるかのように示す表示をしていた。 

 消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200828_1.pdf  

R2.8.12 

【措置命令】 
岐阜県 

株式会社 

田中屋ＦＯＯＤ 

ＳＥＲＶＩＣＥ 

 株式会社田中屋ＦＯＯＤ ＳＥＲＶＩＣＥは、自社が運営する「雪月花 大野店」と称する飲食

店において一般消費者に料理を提供するに当たり 

① 店舗メニュー又はフリーペーパーにおいて、例えば、「逸品 雪月花飛騨牛の冷しゃぶ」と表

示するなど 

② 店舗内に掲示された「本日の使用銘柄牛」と称する店頭掲示板において、「岐阜県産飛騨牛」

との表示と共に、個体識別番号を表示することにより 

あたかも、当該飲食店で提供される料理に飛騨牛を使用しているかのように示す表示をしていた

が、実際には、一部について飛騨牛として認定されていない牛肉を使用しており、前記②の個体識

別番号の個体は、飛騨牛ではなかった。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_11261/sochimeirei202008.html  

R2.7.31 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
玉川衛材 

株式会社 

玉川衛材株式会社は、「フィッティ 吸着分解マスク スーパーフィット ふつう［大人向け］」

と称するマスク（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、平成２８年４月

１日から令和元年７月１２日までの間、容器包装において、例えば、「しっかり吸着 光で分解」及

び「光触媒チタンアパタイト *採用」等と表示するなど、あたかも、本件商品を装着すれば、太陽

光下において、本件商品に含まれる光触媒の効果によって、本件商品表面に付着した花粉由来のア

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200828_1.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_11261/sochimeirei202008.html


レルギーの原因となる物質、細菌及びウイルスを化学的に二酸化炭素と水に分解することにより、

これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：７０８万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200731_01.pdf 

R2.6.26 

【措置命令】 
消費者庁 

有限会社 

ファミリア薬品 

有限会社ファミリア薬品は、「朱の実」と称する石けん（以下「本件商品」という。）を一般消費

者に販売するに当たり 

① 平成３０年８月２８日、平成３１年１月１６日及び令和元年７月１日に、自社ウェブサイトに  

おいて、「年齢のせいにしていた、そのシミ… 老斑
ろうはん

が消えた！？」、「そして…今すでに出来て

いるシミを薄くする。」等と表示することにより 

② 例えば、平成２９年６月２４日に配布された「いただきます！」と称する情報紙に掲載した広

告において、顔にシミのある人物の画像と共に、「目尻や頬のおばぁちゃんジミが消えた…！？」、

「エッ？洗顔で老斑やシミが薄くなる？」及び「濃く、落ちにくい６０代以上のシミ（老斑）に

劇的実感力！」等と表示するなど 

あたかも、本件商品を使用することで、シミを消す又は薄くすることができるかのように示す表示

をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representaition_200626_1.pdf 

R2.6.24 消費者庁 株式会社 株式会社サンドラッグは、同社が運営する１１７店舗において供給する医薬品、食品等１３商品

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200731_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representaition_200626_1.pdf


【措置命令】 サンドラッグ （以下これらを併せて「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば 

① 本件商品のうち、「アース渦巻香ジャンボ５０巻缶入」と称する商品について、例えば、令和

元年７月３０日に配布された日刊新聞紙に折り込んだ藤原店に係るチラシにおいて、「アース 

渦巻香 ジャンボ 大型５０巻」、「★１１９０円の品」、「４９８円 （税込）５３７円」及び

「★印はメーカー希望小売価格（税抜）の略です。」と表示するなど、実際の販売価格に当該価

格を上回る「★」との記号を付した「メーカー希望小売価格」と称する価額を併記することによ

り、あたかも、当該商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メー

カー希望小売価格に比して安いかのように表示していた。 

②  本件商品のうち、「ピザガーデン マルゲリータ」と称する商品又は「ピザガーデン ベーコ

ンピザ」と称する商品について、例えば、令和元年１２月２３日に配布された日刊新聞紙に折り

込んだ伊勢崎境店に係るチラシにおいて、「伊藤ハム ピザガーデン ・マルゲリータ ・ベー

コンピザ １枚 各種」、「★２９８円の品」、「１９８円 （税込）２１３円」、「メーカー希望

小売価格より３３％ＯＦＦ」及び「★印はメーカー希望小売価格（税抜）の略です。」と表示す

るなど、実際の販売価格に当該価格を上回る「★」との記号を付した「メーカー希望小売価格」

と称する価額及びメーカー希望小売価格からの割引率を併記することにより、あたかも、当該商

品にはメーカー希望小売価格が設定されており、当該メーカー希望小売価格から表示された率を

割り引いて当該商品を販売するかのように表示していた。 

③ 本件商品のうち、「アースレッド」と称する商品について、例えば、令和元年７月３０日に配

布された日刊新聞紙に折り込んだ藤原店に係るチラシにおいて、「アースレッド シリーズ 各

種」及び「メーカー希望小売価格より ４５％ＯＦＦ」と表示するなど、あたかも、当該商品

にはメーカー希望小売価格が設定されており、当該メーカー希望小売価格から表示された率を割

り引いて当該商品を販売するかのように表示していた。 

実際には、本件商品についてメーカー希望小売価格は設定されていなかった。 



https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200623_01.pdf  

R2.6.24 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 

フィリップ・ 

モリス・ジャパン

合同会社 

フィリップ・モリス・ジャパン合同会社は、 

① 「ｉＱＯＳキット（バージョン２．４）」と称する商品（以下「本件商品①」という。）を一般

消費者に供給するに当たり、平成２８年１月１日から平成２９年６月２０日までの間、例えば、

平成２８年１月１日から同年５月３１日までの間に東京都等に所在するコンビニエンスストア

に設置したフライヤーにおいて、「アプリ・Ｗｅｂで会員登録すれば４，６００円ＯＦＦ」、「ｉ

ＱＯＳキット メーカー希望小売価格９，９８０円（税込）▼５，３８０円（税込）」、「会員登

録キャンペーン期間：２０１６／５／３１まで」等と表示するなど、あたかも、表示された期間

内又は期限までに、本件商品①の購入に伴い会員登録を行った場合又は「ｎａｎａｃｏカード」

と称する会員制電子マネーを使用して本件商品①を購入した場合に限り、表示された値引きが適

用される又は「ｎａｎａｃｏポイント」と称するポイント（以下「ｎａｎａｃｏポイント」とい

う。）が付与されるかのように表示していた。 

 実際には、平成２８年１月１日から平成２９年６月２０日までのほとんど全ての期間におい

て、本件商品①について表示された値引きが適用される又はｎａｎａｃｏポイントが付与される

ものであった。 

② 「ＩＱＯＳキット（バージョン２．４Ｐｌｕｓ）」と称する商品（以下「本件商品②」という。）

を一般消費者に供給するに当たり、平成２９年６月６日から平成３０年３月２１日までの間、例

えば、平成２９年６月６日から同年９月２０日までの間に東京都等に所在するコンビニエンスス

トアに設置したＩＱＯＳコーナーにおいて、「お一人様各一台限り」、「専用クーポンの発券で、

ＩＱＯＳキットが ３，０００円ＯＦＦ 専用クーポンの発券にはＷｅｂでの会員登録が必要で

す。」、「ＩＱＯＳ２．４Ｐｌｕｓキット（ホワイト／ネイビー） メーカー希望小売価格１０，

９８０円（税込）▼７，９８０円（税込）」、「クーポン発券期間：発売開始日～２０１７／９／

２０まで」及び「クーポン引き換え期間：２０１７／９／３０まで」と表示するなど、あたかも、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200623_01.pdf


表示された期間内又は期限までに、会員登録を行った上で専用クーポンを使用して本件商品②を

購入した場合又は本件商品②を購入後に会員登録を行った場合に限り、表示された値引きが適用

されるかのように表示していた。 

実際には、平成２９年６月６日から平成３０年３月２１日までの期間において、本件商品②に

ついて表示された値引きが適用されるものであった。 

課徴金額：５億５２７４万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200624_02.pdf 

R2.6.19 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
ＤＲ.Ｃ医薬 

株式会社 

ＤＲ．Ｃ医薬株式会社は、光触媒を使用したマスク３商品（以下「本件３商品」という。）の各

商品を一般消費者に販売するに当たり、平成３０年１月１日から令和元年７月４日までの間、それ

ぞれの容器包装において、例えば、「花粉を水に変えるマスク ＋４ くもり止めつきマスク（ふつ

う）」と称するマスクについて、「＋４ 花粉対策 分解力 レギュラー」、「花粉※を水に変えるマス

ク」及び「※花粉の中のタンパク質を分解」、「医師の新しい発想で生まれたハイドロ銀チタン®

（Hyd[AgTiO₂］）テクノロジーは、花粉／ハウスダスト／カビ等のタンパク質や、汗※／ニオイ※

／不衛生タンパク質を分解して水に変える、ＤＲ．Ｃ医薬独自のクリーン技術です。」及び「※汗・

ニオイのタンパク質を分解」等と表示するなど、あたかも、本件３商品の各商品を装着すれば、本

件３商品の各商品に含まれるハイドロ銀チタンの効果によって、本件３商品の各商品に付着した花

粉、ハウスダスト及びカビのそれぞれに由来するアレルギーの原因となる物質並びに悪臭の原因と

なる物質を化学的に分解して水に変えることにより、これらの物質が体内に吸入されることを防ぐ

効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：８５７万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200624_02.pdf


https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200619_01.pdf 

R2.6.12 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
有限会社 

鹿北製油 

有限会社鹿北製油は、 

① ごま製品及び食用油の９商品（以下「本件９商品」という。）の各商品を一般消費者に販売す

るに当たり、例えば、「国産 釜いりごま白 ３０ｇ」と称する商品について、平成２７年１１

月から平成３０年１０月２６日までの間、容器包装において、「鹿児島県産」等と記載するなど、

あたかも、本件９商品の各商品の原料は、国産のものであるかのように示す表示をしていた。 

実際には、外国産のものが含まれていた。 

② 本件９商品のうち、「菜の花畑なたね油 ６５０ｇ」と称する商品及び「菜の花畑なたね油 １

６５０ｇ」と称する商品（以下「本件２商品」という。）の各商品を一般消費者に販売するに当

たり、例えば、少なくとも平成３０年６月から平成３０年１２月２４日までの間、自社ウェブサ

イトにおいて、「添加物や化学薬品等（苛性ソーダ・蓚酸など）は使用していません。」と記載す

るなど、あたかも、本件２商品の各商品は、添加物や化学薬品等を使用していないかのように示

す表示をしていた。 

実際には、リン酸、水酸化ナトリウム（別名カセイソーダ）、クエン酸及び白土が使用された

ものであった。 

 課徴金額：７９３万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200612_1.pdf 

R2.6.11 

【措置命令】 
埼玉県 

株式会社 

夢グループ 

株式会社夢グループは、「やわらか立体マスク３０枚セット」と称する商品及び「立体マスク３

０枚セット」と称する商品（以下これらを併せて「本件２商品」という。）を一般消費者に販売す

るに当たり 

① 新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ及びハガキにおいて、「立体マスク３０枚セット３，６００

円（税抜）」等と表示することにより、あたかも、本件商品の１セット当たりの販売価格が３，

６００円であるかのように表示していた。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200619_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_200612_1.pdf


実際には、販売価格のほかに、手数料及び送料が必要となるものであった。 

② 本件２商品のうち「立体マスク３０枚セット」と称する商品について、新聞掲載チラシ及び新

聞折込チラシにおいて、「本日の広告の有効期限５日間」等と表示していた。 

実際には、販売期間が限定されているものではなかった。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0611-06.html  

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0611-06.html
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